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１【提出理由】

　2026年６月22日開催の当行第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月22日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、川島　克哉、寺澤　英輔、藤崎　圭、小倉　將信、寺田　昌弘、瀧口　友里奈、

谷崎　勝教、林　眞琴および迫田　裕治の各氏を選任する。

 

第２号議案　取締役の報酬等の限度額改定および株式報酬枠廃止の件

 

第３号議案　監査役の報酬等の限度額改定の件

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案

川島　克哉

寺澤　英輔

藤崎　圭

小倉　將信

寺田　昌弘

瀧口　友里奈

谷崎　勝教

林　眞琴

迫田　裕治

 

7,436,725

7,575,100

7,572,468

7,572,724

7,575,115

7,573,128

7,572,431

7,572,697

7,573,986

 

172,987

34,612

37,244

36,988

34,597

36,584

37,281

37,015

35,726

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（注１）  

可決（ 97.24%）

可決（ 99.05%）

可決（ 99.01%）

可決（ 99.02%）

可決（ 99.05%）

可決（ 99.02%）

可決（ 99.01%）

可決（ 99.02%）

可決（ 99.03%）

第２号議案

 

 

7,557,179

 

53,241

 

0

（注１）

 

 

可決（ 98.80%）

第３号議案

 

 

7,558,123

 

52,322

 

0

（注１）

 

 

可決（ 98.82%）

（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ

り、全ての議案について、可決されるための要件を満たしたことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したた

め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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